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　※ 耐震設計、耐震改修工事、除却工事は耐震性に係わる要件を満たしているものが対象です。

　昭和５６年５月３１日以前に着工された市内の個人が所有する木造住宅の耐震診
断・耐震設計・耐震改修工事・除却工事を行う方に対して、その経費の一部を補助
し、住宅の耐震化を支援しています。
　補助金の交付を希望する方は、工事等に着手する前に市への申請が必要になりま
すので下記の問合せ先までご連絡ください。

　※ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。

　　　除却工事　　　　　　事前相談：令和８年４月1日～令和８年８月２８日
　　　　　※除却工事は事前相談のうえ、書類が整った方から受付します。

※土日祝日を除く８：４５～１７：１５までとなっております。

苫小牧市では、住宅のリフォームに必要な資金の融資を金融機関から受けた方に対し、

　　　耐震診断　　　　　
　　　耐震設計　　　　　　受付期間：令和８年４月1日～令和８年９月３０日
　　　耐震改修工事　　　

　　　　　　　TEL：0144-32-6527（直通）

※受付期間内であっても予算枠に達した場合は受付を締め切ります。

その利子の一部を補助しています（苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業）
当事業との併用も可能ですので、下記の問合せ先までご相談ください。

　　
　　　　　　　〒053-8722　苫小牧市旭町4丁目5番6号　　　　
　　　　　　　苫小牧市都市建設部住宅政策室建築指導課　指導係（市役所４階）
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受 付 期 間 ・ 事 前 相 談

お問合せ先

診断

経費の額に

２/３
を乗じた額

10万

２０２６年度（令和８年度）

苫小牧市木造住宅耐震改修等
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